
サービスの種類 提出期限

訪問介護
訪問入浴介護（介護予防を含む）
通所介護
通所リハビリテーション（介護予防を含む）

４月１５日（水）

短期入所生活介護（介護予防を含む）
短期入所療養介護（介護予防を含む）
特定施設入居者生活介護（介護予防を含む）
介護老人福祉施設
介護老人保健施設
介護医療院

５月１日（金）

定期巡回・随時対応型訪問介護看護
夜間対応型訪問介護
地域密着型通所介護
認知症対応型通所介護（介護予防を含む）
小規模多機能型居宅介護（介護予防を含む）
看護小規模多機能型居宅介護

４月１５日（水）

認知症対応型共同生活介護 ５月１日（金）

介護予防・日常生活支援総合
事業

介護予防訪問介護相当サービス
生活援助サービス
介護予防通所介護相当サービス
ミニデイサービス

４月１５日（水）

居宅サービス
介護予防サービス
施設サービス

地域密着型サービス
地域密着型介護予防サービス

【介護職員等処遇改善加算に関する体制届（加算届）の提出期限】

〇令和８年５月から算定開始及び区分を変更する場合は、次の期限までに、体制届（加算届）
　及び体制等状況一覧表を提出してください。


